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会

天
皇
の
即
位
の
日
及
び
即
位
礼
正
殿
の
儀
の
行
わ
れ
る
日
を
休
日
と
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

本
法
の
施
行
に
よ
り
、
来
年
の
四
月
二
十
七
日
か
ら
五
月
六
日
ま
で
、
土
曜
日
、
日
曜
日
を
含
め
て
最
大
十
日
連
続
の
休
日

と
な
る
た
め
、
奉
祝
の
機
運
が
盛
り
上
が
る
、
経
済
効
果
が
期
待
さ
れ
る
等
長
期
間
に
わ
た
る
休
日
に
つ
い
て
歓
迎
す
る
声
が

あ
る
一
方
で
、
国
民
生
活
に
与
え
る
様
々
な
影
響
へ
の
懸
念
も
生
じ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
よ
る
長
期
間
に
わ
た
る
休
日
に
伴
い
、
国
民
生
活
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
次

の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一

国
民
が
天
皇
の
即
位
を
お
祝
い
し
、
長
期
間
に
わ
た
る
休
日
を
安
全
に
安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
電
気
、

ガ
ス
、
水
道
等
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
維
持
は
も
と
よ
り
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
稼
働
、
災
害
時
の
対
応
等
に
関
し
、
関
係
機
関

の
緊
密
な
連
携
協
力
の
下
、
十
全
な
体
制
が
と
ら
れ
る
こ
と
。

二

長
期
間
に
わ
た
る
医
療
機
関
等
の
休
業
に
よ
り
患
者
の
治
療
等
に
支
障
を
来
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
当
該
期
間
中
に
お
け

る
各
医
療
機
関
等
の
休
業
日
等
の
周
知
徹
底
、
休
日
に
お
け
る
医
療
機
関
等
相
互
の
連
携
協
力
体
制
の
確
実
な
運
営
の
確
保

等
、
適
切
な
対
応
が
と
ら
れ
る
こ
と
。

三

当
該
期
間
中
及
び
そ
の
前
後
に
、
各
交
通
機
関
の
大
混
雑
、
宿
泊
施
設
の
不
足
等
の
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
た
め
、
関
係
機

関
・
団
体
等
の
密
接
な
連
携
協
力
の
下
、
こ
れ
ら
の
混
乱
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
よ
う
、
適
切
な
対
応
が
と
ら
れ
る
こ
と
。

四

需
要
の
増
加
に
よ
り
混
乱
を
来
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
運
輸
業
、
小
売
業
等
に
お
い
て
、
予
想
さ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
の

業
界
に
よ
る
周
知
徹
底
等
に
よ
り
、
取
引
先
、
消
費
者
等
の
理
解
と
協
力
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五

当
該
期
間
中
に
勤
務
す
る
労
働
者
が
長
時
間
労
働
を
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
休
日
の
増
加
が
時
給
制
や
日
給
制
に
よ
っ

て
雇
用
さ
れ
て
い
る
労
働
者
の
収
入
減
少
を
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
、
有
給
休
暇
の
追
加
的
付
与
や
特
別
手
当
の
支
給
な
ど

各
事
業
主
等
に
お
い
て
適
切
な
対
応
が
と
ら
れ
る
こ
と
。



六

当
該
期
間
中
、
保
育
施
設
等
を
利
用
す
る
労
働
者
の
子
ど
も
の
保
育
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
当
該
労
働
者
の
勤
務
日
、
勤

務
時
間
等
に
つ
い
て
そ
の
事
業
主
が
で
き
る
だ
け
配
慮
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
複
数
の
保
育
施
設
等
に
お
け
る
連
携
が
確

保
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
、
適
切
な
対
応
が
と
ら
れ
る
こ
と
。

七

新
年
度
を
迎
え
た
直
後
の
学
生
、
生
徒
、
児
童
及
び
園
児
が
長
期
間
に
わ
た
る
休
日
に
よ
り
心
身
に
影
響
を
被
る
可
能
性

に
十
分
留
意
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
心
身
の
健
康
が
保
た
れ
る
よ
う
、
関
係
機
関
の
連
携
協
力
に
よ
り
適
切
な
対
応
が
と
ら
れ

る
こ
と
。
あ
わ
せ
て
、
こ
の
時
期
に
、
ぱ
ち
ん
こ
や
公
営
競
技
を
経
験
し
始
め
る
若
年
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
年
齢
に
よ
る

入
場
規
制
等
が
徹
底
さ
れ
る
よ
う
関
係
機
関
の
対
応
を
強
化
す
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


